
    学 第 7 9 9 号  

  令和５年 11 月 21 日  

 

各私立幼稚園設置者 様 

（新制度移行園を除く） 

 

            岩手県ふるさと振興部学事振興課総括課長  

 

 

令和５年度私立学校振興費（運営費）補助金（幼稚園教諭等に係る処遇改善割）に係る実施状況 

調書等の提出について（通知） 

 このことについて、令和５年度は下記のとおり事務を進めることとしますので、手続に遺漏のないよう

御留意願います。 

記 

１ 幼稚園教諭等に係る処遇改善実施状況調べ 

(1) 提出書類 

幼稚園教諭等に係る処遇改善実施状況調書（別紙９） ※水色セルを入力 

(2) 添付書類 

賃金改善の実施を証する書類（改善前及び改善後の給与規程、給料表等） 

(3) 提出期限 

令和５年 12 月 13 日（水）17 時 【厳守】 

 

２ 実績報告書提出時 

(1) 提出書類 

   幼稚園教諭等に係る処遇改善実施状況調書（別紙９） ※黄色セルを入力 

(2) 添付書類 

ア 別紙９（内訳）記載の「賃金改善額（実績）」が実際に支払われていることを証する書類 

（給与支給明細書等） 

イ 別紙９（内訳）記載の「法定福利費等の事業主負担分の増」の根拠資料（様式任意） 

※「法定福利費等の事業主負担分の増」を補助対象経費に含めない場合は提出不要 

(3) 提出期限 

別途通知します。 

 

３ 留意事項 

(1) 提出書類は、複数の幼稚園を設置している法人にあっては、幼稚園ごとにそれぞれ作成してくだ

さい。 

(2) 上記１で提出された内容をもとに補助金額の内示（令和６年２月頃）を行うことから、記載内容が

実績報告（上記２）と大きく乖離しないよう留意して作成してください。 



特に、「法定福利費等の事業主負担分の増」を補助対象経費に含める場合には、当該金額について、

割合を用いた概算ではなく、賃金改善の対象者ごと及び月ごとに個別に計算した額の合計を記載し

てください。 

なお、実績報告により補助金の過大交付が判明した場合には、当該金額について返還が生じる可能

性がありますので、御留意ください。 

担当：私学振興担当 山崎 

TEL：019-629-5042 ／ FAX：019-629-5049 

Mail：AH0007@pref.iwate.jp 


